
(４)意　匠

出願件数 ﾌｧｰｽﾄｱｸｼｮﾝ件数 登録件数

１９９１年 40,134 ☆ 35,519 28,854

１９９２年 39,170 ☆ 37,828 38,004

１９９３年 40,759 ☆ 36,763 38,708

１９９４年 40,534 ☆ 34,893 34,948

１９９５年 40,067 ☆ 36,000 34,887

１９９６年 40,192 ☆ 33,898 35,495

１９９７年 39,865 43,788 32,966 37,418

１９９８年 39,352 48,000 37,489 36,264

１９９９年 37,368 52,191 41,160 41,355

２０００年 38,496 47,003 37,373 40,037
☆：データの取得を行っていない。

注１：登録件数は、類似意匠登録件数を含む。

注２：ファーストアクション件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ

　　　発送された件数です。

問い合わせ先：方式審査課、意匠課、出願支援課登録室

(５)商　標

出願件数 ﾌｧｰｽﾄｱｸｼｮﾝ件数 登録査定件数 登録件数

１９９１年 167,906 ☆ 119,000 135,284 95,329

１９９２年 311,011 ☆ 150,500 157,404 156,040

１９９３年 174,585 ☆ 123,500 166,572 166,697

１９９４年 172,859 ☆ 104,000 126,733 147,191

１９９５年 179,689 ☆ 138,000 179,811 144,911

１９９６年 188,160 ☆ 150,000 169,530 178,251

１９９７年 133,116 225,091 ※ 11,490 193,357 253,272

112,469 132,066
(92) (30)

121,861 123,656
(1,027) (405)

145,668 94,369
(13,904) (6,164)

☆：データの取得を行っていない。

※：１９９７年４月から付与後異議申立制度に移行したため、出願公告が廃止された。

　　したがってこの数字は１月～３月までのものである。

注１：登録件数には、更新登録件数と防護標章登録件数を含んでいるが、国際商標登録出願は含んでいない。

注２：(   )内の数字は、書換登録に係る申請件数及び登録件数を外数で示す。

注３：ファーストアクション件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ

　　　発送された件数です。

　なお、１９９７年は出願公告制度の廃止により、ファーストアクション件数等の各数値が一時的に増加したが、

　１９９８年は一出願多区分制度を利用した出願の審査、登録がなされており、各数値とも前年に比べ大幅に減少した。

問い合わせ先：方式審査課、商標課、出願支援課登録室

95,297

登録査定件数

出願公告件数

－178,202１９９８年 141,531

２０００年 122,391 －

１９９９年 168,767 － 128,984


